
令和７年度 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策補助金等
建築用木材供給・利用強化対策のうち
森林を活かす都市の木造化等促進総合対策事業のうち
円滑な木材供給のための環境整備のうち

作業安全強化促進支援事業の概要

令和８年２月３日（水）

（一社）全国木材組合連合会
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１ 事業の目的
・農林水産省では「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範」(令和３
年２月、以下「安全規範」)を策定し、作業安全意識の向上に向け取組み

・木材・木製品製造業における労働災害の発生率は、産業全体と比較して5倍
と非常に高い状況（令和６年）

・本事業は、木材産業における作業安全対策を推進するためR５年度より実施

２ 事業の概要
有識者からなる検討会議を設置し、ご意見を頂きながら以下を実施

① 安全診断対象事業者の選定と安全診断・指導の実施
対象事業者を公募・選定し、その事業者に対し安全対策に知見を有する者等
が、安全診断、要改善点の指摘、改善方策の提示を実施（５事業所）

② 安全研修会（中央、地域）の開催
中央（Web方式）：全国の木材団体や事業者等を対象とし２回（9/17及び
2/3）実施
地域（対面方式）：全国８ヵ所程度において研修会や安全点検を実施

③ 安全診断・評価マニュアル等の作成
専門家でなくても、製材工場等の安全診断・評価が行えることを目的とした
「安全診断・評価マニュアル」(令和６年版)をブラシュアップ

加えて、安全意識の向上に向けた安全普及啓発資料の作成・配布

事業の目的と概要
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事業の仕組み
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　補助

東京農工大学　名誉教授 服部順昭

（国研）森林総研　研究ディレクター 伊神裕司

東京学芸大学　教授 大谷忠

在ラオス林業コンサルタント 圓谷浩之

（国研）森林総研　室長 松村ゆかり

（公社）日本木材加工技術協会　専務 村田光司

木
指導・助言 材

産
安全診断等 業

　　発注 職業能力開発総合大学校 助教 飯田隆一 事
（国研）森林総研　主任研究員 松田陽介 業
地域有識者（県有識者、県木連職員） 　5カ所 者

研修

9/17 及び2/3 web開催

実施

研修

＊予定を含む 研修

8箇所程度を実施　研修会、安全点検

助成

安全研修会（地域）

林 　野 　庁

検討会議

安全診断・指導チーム

安全研修会（中央）

普及資料の作成

助言・指導

事務局

（一社）全国木材組合連合会



１ 安全診断の実施者
【安全診断・指導チーム】
・特別委員 職業能力開発総合大学校 助教 飯田隆一

（国研）森林総合研究所 主任研究員 松田陽介
・地域有識者 県有識者、県木連職員 等
・林野庁 木材産業課担当官
・事務局 全木連職員

２ 安全診断の進め方
安全診断等は次の３段階で実施

 【第１段階】
・安全規範チェックシートを事業者に提示し、自己診断を依頼
・チームが事業所に赴き、チェックシートでヒアリングとパトロール

   【第２段階】
・特別委員が中心となり改善方策（案）（実現可能な方策）の検討
・改善方策(案)の事業者への提示

【第３段階】
・事業者による改善方策（案）の検討・実施
・実施状況について事業者との意見交換（抽出して実施）

安全診断について

4



○ 基本的な考え方を整理した「共通規範」と、木材産業分野における具体的な
   取組事項を整理した「個別規範（木材産業分野）」から構成。

○ 個別規範の事項ごとに、取組の必要性や具体的な取組内容等を記載した「解
   説資料」及び「チェックシート」が用意されている。

農林水産業・食品産業の作業安全のための規範（個別規範：木材産業） 

事業者向け チェックシート 

令和３年２月 26日 

林野庁 

事業者名（工場名） ㈱〇〇木材(△△工場) 

記入者 役職・氏名 製材太郎 

業種 

（○を付ける。複数選択可） 

製材業 / 集成材製造業 / 合単板製造業 /  

ＬＶＬ製造業 / 床材製造業 / 木材チップ製造業 /  

プレカット製造業 / 木材・竹材卸売業 /  

その他（            ） 

記入日 令和  ５年  ○月  ○日 

 

現在の取組状況をご記入下さい。 

具体的な事項 

○:実施  

×:実施していない 

△:今後、実施予定 

－:該当しない    

1 作業安全確保のために必要な対策を講じる  

1-(1) 人的対応力の向上  

1-(1)-① 
作業事故防止に向けた方針を表明し、具体的な目標を設定

する。 
○ 

1-(1)-② 
知識、経験等を踏まえて、安全対策の責任者や担当者を選

任する。 
○ 

1-(1)-③ 

作業安全に関する研修・教育等を行う。外国人技能実習生

等を受け入れている場合は、確実に内容を理解できる方法に

より行う。また、作業安全に関する最新の知見や情報の幅広

い収集に努める。 

○ 

1-(1)-④ 
適切な技能や免許等が必要な業務には、有資格者を就か

せる。 
○ 

1-(1)-⑤ 
職場での朝礼や定期的な集会等により、作業の計画や安全

意識を周知・徹底する。 
○ 

1-(1)-⑥ 安全対策の推進に向け、従事者の提案を促す。 ○ 

1-(2) 作業安全のためのルールや手順の順守  

（参考） 安全規範について

【チェックシート】

【個別規範の項目】

１ 作業安全確保のために必要な対策を講じる
（１）人的対応力の向上
（２）作業安全のためのルールや手順の遵守
（３）資機材、設備等の安全性の確保
（４）作業環境の改善
（５）事故事例やヒヤリ・ハット事例などの
         情報の分析と活用
２ 事故発生時に備える
（１）労災保険への加入等、補償措置の確保
（２）事故後の速やかな対応策、再発防止策

の検討と実施
（３）事業継続のための備え
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安全研修会について
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１ 中央安全研修会（web方式）２回 ９月17日及び2月3日実施
・対象者 全国の木材団体、木材産業事業者、行政担当者等を対象
・内容 安全診断・評価マニュアルの説明、有識者からのコメント 外

２ 地域安全研修会（対面方式）
・対象者 木材産業事業者、行政担当者等
・内容（例）

第１日目：安全診断・評価マニュアルの説明
作業安全についての取組（具体的には実施県木連で検討）
アンケート 外

第２日目：安全点検（安全診断・評価マニュアルを使用して実施）

・実施箇所（８地域程度）
   8月：愛知（7-8）
10月：秋田(9-10)、

                      千葉(23-24)、
北海道(30-31)

11月：富山(10-11)
12月：愛媛(1-2)、

                      熊本(4-5)、
                      島根(9-10)



  １ 安全診断・評価マニュアル
    ・木材産業分野の事業所の安全診断の方法を、フローチャートや写真等

を用いながら 分かりやすく解説した資料
・作業安全の専門家でなくても、地域の団体等の第３者や事業者自身が、
事業所で安全診断が実施できる手引き

・事業所での「ヒアリング編」と「パトロール編」の２部で構成し、優良
事例も収録

2   安全普及啓発資料
安全意識の向上に向けて以下を作成、配布

【農林水産省コラボステッカー】【注意喚起標識】 【KYT訓練】

安全診断・評価マニュアル等について
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事業の全体スケジュール（R7.4.22-R8.3.24)
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４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

安全診断の公募

安全診断指導の実施

　5箇所

安全診断・評価マニュ

アルの活用と改定
 

安全研修会・中央

    2回

安全研修会・地域

　８箇所

普及啓発資料作成

令和７年(2025年） 令和8年（2026年）

作業内容

事業報告書作成

検討会

安全活動促進

安全活動普及

9/17

４/25 7/30

5/1-30

募集

6/2-30

6/30 8/8

8/20

10/21 2/3

2/3
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